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地
震
、
台
風
、
盗
難

な
ど
に
よ
っ
て
、
資
産

に
損
害
を
受
け
た
場
合

に
は
、
所
得
税
の
計
算

上
、
一
定
の
金
額
の
所

得
控
除
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
こ
れ
を

雑
損
控
除
と
い
い
ま

す
。
な
お
、
所
得
控
除

と
し
て
雑
損
控
除
の
確

定
申
告
を
す
る
場
合

は
、
差
引
損
失
額
の
算

出
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
下
記
の
よ
う
に
損

害
金
額
等
の
整
理
を
し

て
お
く
と
確
定
申
告
の

と
き
に
便
利
で
す
。

損
害
を
受
け
た
資
産
が
次
の
①
②
と
も
に
当
て
は
ま
る
こ

と
。

①
資
産
の
所
有
者
が
納
税
者
ま
た
は
、
そ
の
年
の
総
所
得
金

額
等
が
三
十
八
万
円
以
下
の
人
で
納
税
者
と
生
計
を
一
に

す
る
配
偶
者
や
そ
の
他
の
親
族
。

②
生
活
に
通
常
必
要
な
住
宅
、
家
具
、
衣
類
な
ど
の
資
産
で

災
害
な
ど
で
資
産
に
被
害
を
受
け
た
と
き
の

あ
る
こ
と

＊
事
業
用
の
資
産
や
別
荘
、
書
画
、
骨
と
う
、
貴
金
属
等
で

一
個（
一
組
）の
価
額
が
三
十
万
円
を
超
え
る
も
の
な
ど
は

不
可
。
事
業
用
資
産
の
損
失
に
つ
い
て
は
雑
損
控
除
で
は

な
く
、
事
業
所
得
を
計
算
す
る
上
で
の
必
要
経
費
と
な
り
、

そ
の
額
は
帳
簿
価
額
を
基
準
に
計
算
さ
れ
ま
す
。

次
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
限
ら
れ
ま
す
。

①
地
震
、
風
水
害
、
冷
害
、
雪
害
、
落
雷
な
ど
自
然
現
象
の

異
変
に
よ
る
災
害
　

②
火
災
、
火
薬
類
の
爆
発
な
ど
人
為
に
よ
る
異
常
な
災
害

③
害
虫
な
ど
の
生
物
に
よ
る
異
常
な
災
害
　

④
盗
難
　
⑤
横
領（
詐
欺
や
恐
喝
の
場
合
は
不
可
）

確
定
申
告
書
に
雑
損
控
除
に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
と

と
も
に
、
災
害
関
連
支
出
の
金
額
の
領
収
を
証
す
る
書
類
と

り
災
証
明
書
を
添
付
す
る
か
、
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
雑
損
控
除
と
は
別
に
、
そ
の
年
の
所
得
金
額
の
合
計
額
が

一
千
万
円
以
下
の
人
が
災
害
に
あ
っ
た
場
合
は
、
災
害
減

免
法
に
よ
る
所
得
税
の
軽
減
免
除
が
あ
り
、
納
税
者
の
選

択
で
有
利
な
方
法
を
選
べ
ま
す
。

雑
損
控
除

次のうちいずれか多い方の金額。

＊損失額が大きく、その年の所得金額から控除しきれ
ない場合は、翌年以後（３年間が限度）に繰り越して、
各年の所得金額から控除することができます。なお、
雑損控除はほかの所得控除に先だって控除すること
となっています。

資産の所有者 

伊豆 国男 

資産の名称 

伊豆 国男 

伊豆 国男 

伊豆 国子 

屋根瓦破損 
10枚 修繕費 

生活資産の損失 

生活資産の損失 

修繕費 畳8枚 

寝具2組 

電気掃除機 

雑損控除の 
　理由 

左のうち保険金で 
補てんされる金額 

資産の損害金額または 
災害関連支出の金額 

  5,000円 

20,000円 

40,000円 80,000円 

0円 

0円 

0円 30,000円 

＜記載例＞

雑
損
控
除
の
対
象
に
な
る
資
産
の
要
件

損
害
の
原
因

雑
損
控
除
を
受
け
る
に
は

雑損控除として控除できる金額

【用語説明】

損害金額

損害を受けた時の直前におけるその資
産の時価を基にして計算した損害額。
災害関連支出の金額

災害で滅失した住宅、家財などを取り壊しや除去す
るために支出した金額など。
保険金などにより補てんされる金額

災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金な
どの金額。

差引損失額の計算方法

保険金などにより
補てんされる金額

損害金額
災害関連支出
の金額

＋　　　　　　　－

差引損失額 総所得金額等①　　　　　　 －　　　　　　　×１０％

差引損失額のうち災害関連支出の額②　　　　　　　　　　　　　　　　　　－５万円

三島税務署 電話０５５‐９８７‐６７１１
（自動音声案内に従って「１」を押し、所得税に
関する相談「１」を押す。）

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/
（タックスアンサー　№１１１０）

問
合
せ

参
議
院
静
岡
県
選
出
議
員
補
欠
選

挙
が
十
月
八
日
（
木
）
に
告
示
さ
れ
、

十
月
二
十
五
日（
日
）

に
投
開
票
が
行
わ
れ

ま
す
。

あ
な
た
の
大
切
な

一
票
を
国
政
に
生
か

し
ま
し
ょ
う
！

投票日の２１：００～
あやめ会館３階多目
的ホールで行います。

伊豆の国市選挙管理
委員会（総務課）
電話０５５‐９４８‐１４１１

市内２７投票所（入場券に記載されています）

開票

投票場所

問合せ

＊高原公民館、み
どり区自治会館

、田中山公民館
、

下畑公民館、浮
橋公民館、田原

野公民館、長者

原公民館は１８：００
まで。

投票時間

地図は、市公式ホームページ（http://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/）でご覧になれます。
（行政→選挙管理委員会→投票所一覧）
＊第６投票所は、韮山農村環境改善センターから市役所韮山庁舎へ変更になりました。

選挙公報は、新聞折り込みで配布します。新
聞を購読していない人は、市内の各施設に備え
付けますので、お手数ですがご利用ください。

選挙公報 【折り込み予定日】
１０月１５日（木）朝刊

投票者の資格
■年齢要件 平成元 年１０月２６日以前に生まれた人
■住所要件 平成２１年 ７月 ７日以前から伊豆の国市に住んでいる人
＊平成２１年７月７日までに静岡県内の他市町に転入届をした人は、新住所地で投
票することになります。
＊伊豆の国市の選挙人名簿に登録されている人が、平成２１年７月８日以降に転出
した場合は、伊豆の国市で投票できます。

期　間 １０月９日（金）～２４日（土）
時　間 ８：３０～２０：００
投票所 市役所伊豆長岡庁舎１階災害対策室
持ち物 投票所入場券（紛失・不達の場合は不要）

期日前投票
投票日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭など

で投票できない人は、期日前投票ができます。

【指定病院等に入院･入所されている人】

県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホ
ームに入院･入所中の人は、その施設で不在者
投票ができますので、施設にお尋ねください。
【仕事等で他の市区町村に滞在している人】

仕事などで他の市区町村に滞在している人
は、滞在先の選挙管理委員会で投票できます
ので、伊豆の国市選挙管理委員会までお問い
合せください。

その他
【重度の身体障害者等の人】

■郵便などによる不在者投票 事前に
登録が必要です。
■点字投票 目の不自由な人は、投票
所で点字投票ができます。
■代理投票 身体の障害で、自分で投
票用紙に候補者名を書くことができ
ない人は、投票所で係員が秘密を厳
守し、投票をお手伝いします。

投票の仕方
候補者１人の氏名を

記載して投票。

【り災証明の問合せ】

地震･風水害り災証明書

市民サービス課（伊豆長岡庁舎）
電話０５５‐９４８‐２９０１

韮山市民サービス課
電話０５５‐９４９‐１２１２

大仁市民サービス課
電話０５５８‐７６‐８０００

火災り災証明書

田方消防本部
電話０５５８‐７６‐２２８０

盗難･横領り災証明書
（被害届出証明書）
被害の場所を管轄する
警察署




